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ステージパフォーマンスや宝探しなどのイベント、キッチンカーの出店など、盛り
だくさんの内容で桜満開の高野口公園を盛り上げます。モバイルラリーも開催します
ので、桜を見ながら街中散策を楽しんでください。�� 【シティプロモーション課】

桜まつり
日程　４月６日㈰　※雨天中止
場所　高野口公園（庚申山）
内容

◦10:30～
開会式（式典、桜の絵表彰式、ス
テージパフォーマンス、植樹）

◦13:00～　宝探しイベント
◦15:00～　お菓子まき
◦11:00～15:30

キッチンカー、手作り市などの出店

問合せ
シティプロモーション課 ☎33-6106

橋本市高野口公園桜まつり

桜ウィーク
◦街中お買い物モバイルラリー

応募者の中から抽選で30人に景品（お買
い物券5,000円分）をプレゼント！対象店
舗など詳しくは市ホームページ（右の二次
元コード）でご確認ください。
日程　３月14日㈮～４月15日㈫
応募方法（橋本市公式LINEの友だち追加が必要）

・対象店舗で500円お買い物するごとに、1ポイン
トを進呈（店頭で二次元コードを読み取り）しま
す。3ポイントを集めてください。

・高野口公園内に「あいことば」を記載したポス
ターを掲示していますので、二次元コードを読み
込んで「あいことば」を入力してください。

結果発表　５月初旬

◦ライトアップ
期間　３月24日㈪～４月６日㈰　18:30～21:00

●牛乳パックが新しくなりました
現在、開けやすく、紙コップのように衛生的に使
える牛乳パックを各学校に届けています。

●問合せ
学校給食センター ☎39-2338

●プラスチックごみの問題
ストローの原材料であるプラスチックは、便利な
ものである半面、環境にさまざまな悪影響をもた
らすことが分かっています。
◦焼却処理する際に二酸化炭素が発生し、地球温

暖化の原因となる
◦自然分解されないため、細かくなって海に流出

した「マイクロプラスチック」が海洋汚染の原
因となる

●削減効果
市内の学校給食で使用されるストローは、１日あ
たり約4,350本です。１年間で、約400kgのプラ
スチックごみを減らすことができます。

市内の小中学校で提供されている給食の牛乳が、令和７年度からストローレスに
なります。プラスチックごみの削減は、自然環境を守ることにつながります。�ご理
解ご協力をお願いします。	 【学校給食センター】

学校給食の牛乳がストローレスに

隅田中学校の生徒と
市長が出演するＰＲ
動画を公開中。ぜひ
ご覧ください！
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申告書はご自身で作成し、早めに税務署へ提出してください。申告期限が過ぎたり、
納付が遅れたりすると、無申告加算税や延滞税など附帯税がかかる場合がありますの
で、ご注意ください。� 【税務課】

▶確定申告分の納付期限
◦所得税・復興特別所得税　３月17日㈪
◦個人事業者の消費税・地方消費税

３月31日㈪

▶注意事項
◦申告会場は大変混雑し、長時間お待ちいただく

ことが予想されます。
◦申告会場への入場には「入場整理券」が必要で

す。会場での当日配布または「国
税庁LINE公式アカウント（右の
二次元コード）」から予約できま
す。なお、混雑の状況により早め
に受付を終了することがあります。

◦申告書は、郵送または税務署玄関の時間外収受
箱に投かんすることで提出できます。

◦税務署では、令和７年１月から、申告書などの
控えに収受日付印の押なつを行いません。申告
書などを書面で提出する際には、申告書などの
正本（提出用）のみを提出（送付）してくださ
い。

確定申告会場
粉河税務署（紀の川市粉河807）

相談受付時間
３月17日㈪まで（土・日曜日を除く）８:30～16:00

▶振替納税の利用について
振替納税は、所得税および復興特別所得税や個人
事業者の消費税および地方消費税の納税に利用で
きます。振替日は次のとおりです。
◦所得税・復興特別所得税　４月23日㈬
◦個人事業者の消費税・地方消費税

４月30日㈬

▶郵送での提出先
〒661-8525　尼崎市若王寺３丁目11番46号
大阪国税局業務センター阪神分室

▶問合せ
粉河税務署 ☎0736-73-3301
※音声案内に従い、該当する番号を選んでくださ

い。

申告と納税はお済みですか

スマ―トフォン・パソコンで確定申告書を作成・提出しませんか

国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー（右の二次
元コード）」では、画面の案内にしたがって金額などを入力すれ
ば、所得税・復興特別所得税、消費税・地方消費税、および贈与
税の申告書や青色申告決算書・収支内訳書等の作成ができます。
作成したデータは「e-Tax（国税電子申告・納税システム）」を
利用して提出することができるほか、印刷した書面により提出す
ることもできます。

ぜひご自宅から、スマートフォン・パソコンでご利用ください。
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